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本
市
で
は
、
今
年
７
月
診
療
分
か
ら

小
学
校
１
年
生
か
ら
中
学
校
３
年
生
ま

で
を
対
象
に
、
保
険
診
療
に
か
か
る
医

療
費
の
自
己
負
担
額
の
一
部
を
助
成
す

る
新
た
な
医
療
制
度
を
開
始
し
ま
す
。

概
要
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

■
助
成
の
対
象
と
な
る
人

　
小
学
校
１
年
生
か
ら
中
学
校
３
年
生

ま
で
の
子
（
生
活
保
護
・
心
身
障
害
者

医
療
費
・
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
な

ど
の
助
成
を
受
け
て
い
る
子
を
除
く
）
。

■
申
請
者

　
対
象
と
な
る
子
を
扶
養
し
て
い
る
本

市
に
住
民
登
録
の
あ
る
人（
保
護
者
な
ど
）。

■
助
成
の
対
象
金
額

　
病
院
な
ど
の
窓
口
で
支
払
っ
た
保
険

診
療
分
の
自
己
負
担
額
（
３
割
）
の
う

ち
、
２
割
を
助
成
し
ま
す
。

■
助
成
を
受
け
る
た
め
の
手
続
き

　
助
成
を
受
け
る
に
は
、
次
の
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

①
受
診
の
際
に
保
険
証
を
提
示
し
て
保

　
険
診
療
で
自
己
負
担
額
を
お
支
払
い

　
く
だ
さ
い
（
受
給
資
格
者
証
は
発
行

　
し
ま
せ
ん
）
。

②
医
療
機
関
の
証
明
を
受
け
た
『
子
育

　
て
支
援
医
療
費
助
成
申
請
書
』
に
必

　
要
事
項
を
記
入
し
、
次
の
も
の
を
持

　
参
し
、
市
市
民
課
の
医
療
費
給
付
担

　
当
窓
口
で
助
成
手
続
き
を
行
っ
て
く

　
だ
さ
い
（
診
療
点
数
の
記
載
が
あ
る

　
領
収
書
（
写
し
可
）
が
あ
れ
ば
、
医

　
療
機
関
の
証
明
は
不
要
）
。

・
印
鑑
（
認
印
）

・
健
康
保
険
証

・
申
請
者
の
振
込
先
が
分
か
る
も
の

・
健
康
保
険
や
共
済
組
合
な
ど
か
ら
高
額

　
療
養
費
や
付
加
給
付
金
等
の
支
給
が
あ

　
っ
た
人
は
、
そ
の
明
細
が
分
か
る
も
の

③
審
査
の
う
え
、
翌
月
以
降
に
申
請
さ

　
れ
た
口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。

※
予
防
接
種
、
薬
の
容
器
代
、
差
額
室

　
料
、
入
院
時
の
食
事
負
担
金
、
保
険

　
外
併
用
療
養
費
（
紹
介
状
な
し
の
初

　
診
料
）
な
ど
の
保
険
診
療
外
の
費
用

　
は
助
成
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

※
診
療
月
か
ら
２
年
以
内
で
あ
れ
ば
い

　
つ
で
も
申
請
で
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
市
市
民
課

　
　
０
８
６
９
―

２
２
―

３
９
５
８
　
　 

　
　
０
８
６
９
―

２
２
―

３
９
７
３

　瀬戸内市男女共同参画推進の会「さ

ざなみ」では、いきいきライフアップ

セミナーを開催します。皆さんお誘い

あわせのうえ、ご参加ください。日常

生活の中の人権やドメスティック・バ

イオレンスなどについての学習会です。

自分も相手も大切にする「人権」につ

いて、考えてみませんか？

▽日時　６月17日（水）

　　　　午前10～ 11時 30分

▽会場　ゆめトピア長船

▽講師　人権擁護委員男女共同参画部会

　　　　石川敬子さん

■問い合わせ先

　市市民課　

　　０８６９ー２２ー３９２２

　平成１１年に男女共同参画社会基本

法が施行され、６月２３日からの１週

間を男女共同参画週間と定めています。

　市では瀬戸内市男女共同参画基本計

画を制定し、男女がお互いを尊重し、

共に地域や社会の活動に参画すること

で、豊かで安心できる社会づくりを進

めていますが、いまだ根強く残ってい

る社会慣行や、女性への暴力など新し

い課題があります。

　この週間をきっかけに、身近に残る

男女の性的役割分担などについて考え

てみましょう。

■問い合わせ先

　市市民課　

　　０８６９ー２２ー３９２２

9

子
育
て
支
援
医
療
費
助
成
制
度
が
始
ま
り
ま
す

「人権」について考えよう

6 月 23 ～ 29 日 は
男女共同参画週間

～あなたも私も大切だから～

FAX

県老人・ひとり親家庭等・心身障害者の
医療費受給資格申請と更新手続のお知らせ

■申請窓口・問い合わせ先

　市市民課　　　　０８６９－２２－３９５８

　　　　　　　　FAX０８６９－２２－３９７３

　市牛窓支所　　　０８６９－３４－３４３１

　市長船支所　　　０８６９－２６－２００１

　市裳掛出張所　　０８６９－２５－０００４

制
　
　
度

対
象
者

手
続
き
に

必
要
な
物

備
　
　
考

岡
山
県
老
人
医
療
費

公
費
負
担
制
度

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

公
費
負
担
制
度

心
身
障
害
者
医
療
費

公
費
負
担
制
度

　
心
身
障
害
者
の
人
が
安
心
し
て

治
療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
保
険

診
療
に
か
か
る
自
己
負
担
額
か
ら

一
部
負
担
金
を
引
い
た
額
を
公
費

で
負
担
し
ま
す
。

　
低
所
得
の
ひ
と
り
親
家
庭

の
人
が
安
心
し
て
治
療
が
受

け
ら
れ
る
よ
う
、
保
険
診
療

に
か
か
る
自
己
負
担
額
か
ら

一
部
負
担
金
を
引
い
た
額
を

公
費
で
負
担
し
ま
す
。

　
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
の

人
が
安
心
し
て
治
療
が
受
け
ら

れ
る
よ
う
保
険
診
療
に
か
か
る

自
己
負
担
額
か
ら
一
部
負
担
金

を
引
い
た
額
を
公
費
で
負
担
し

ま
す
。

70
歳
未
満
の
人
の
う
ち
、

▼
昭
和
16
年
９
月
30
日
以
前
生

　
ま
れ
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の

　
人
（
た
だ
し
、
同
一
敷
地

　
内
で
家
族
と
別
居
し
て
い

　
る
場
合
や
近
隣
に
扶
養
義

　
務
者
が
居
住
し
て
お
り
、

　
本
人
と
の
接
触
が
保
た
れ

　
て
い
る
場
合
を
除
く
）

▼
18
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し

　
て
い
る
配
偶
者
の
な
い
人

　
と
そ
の
児
童

▼
父
母
の
い
な
い
児
童

▼
父
母
の
い
な
い
児
童
を
養

　
育
し
て
い
る
配
偶
者
の
な

　
い
人

※
い
ず
れ
も
所
得
税
非
課
税
の

　
人
が
対
象

▼
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
・
３
級

　
を
所
持
し
て
い
る
人

▼
療
育
手
帳
Ａ
・
Ｂ
を
所
持
し
て
い

　
る
人

　
た
だ
し
、
平
成
18
年
10
月
以
降
に

　
手
帳
を
新
規
取
得
さ
れ
た
人
は
手

　
帳
交
付
時
年
齢
が
65
歳
未
満
で
あ

　
る
こ
と
が
条
件
と
な
り
ま
す
。

　
（
平
成
20
年
分
の
所
得
額
で
制
限
あ
り

　
ま
す
。
以
前
に
所
得
制
限
で
受
給
資
格

　
証
の
交
付
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
人
も

　
所
得
額
の
見
直
し
で
交
付
を
受
け
ら
れ

　
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
再
度
申
請

　
し
て
く
だ
さ
い
）

▼
健
康
保
険
証
（
本
人
及
び
本
人
と

　
同
じ
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

　
人
全
員
）

▼
印
鑑
（
認
印
）

▼
身
体
障
害
者
手
帳
か
療
育
手
帳
（
知

　
的
障
害
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
）

▼
健
康
保
険
証
（
本
人
及
び
本

　
人
と
同
じ
健
康
保
険
に
加
入

　
し
て
い
る
人
全
員
）

▼
印
鑑（
認
印
）

▼
平
成
2
0
年
分
の
収
入
状
況

　
の
分
か
る
も
の（
源
泉
徴
収
票

　
や
確
定
申
告
の
写
し
な
ど
）

▼
在
学
証
明
書
ま
た
は
学
生
証

　（
高
校
３
年
生
の
お
子
さ
ん
が

　
い
る
場
合
の
み
）

▼
健
康
保
険
証

▼
印
鑑
（
認
印
）

▼
ひ
と
り
暮
ら
し
で
あ
る
こ

　
と
の
民
生
委
員
の
証
明

　　
こ
れ
ら
の
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
受
給
資
格
者
と
し
て
の
認
定
が
必
要
で
す
の
で
申
請
の

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
現
在
受
給
資
格
証
を
お
持
ち
の
人
に
は
、
６
月
中
旬
頃
に
更
新
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

６
月
30
日
（
火
）
ま
で
に
更
新
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
郵
送
に
よ
る
更
新
申
請
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
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